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事業評価監視委員会の実施要領の改訂

 対応方針「見直し継続」→「改善継続」に変更

 「改善継続」の対象
事業全体の計画や主たる施設の構造に影響するもので、
「社会的要請」、「事業実施環境」、「現地条件」による変更
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事業評価監視委員会の実施要領の改訂 ＝再評価＝

令和７年度第２回公共事業評価手法研究委員会資料 抜粋
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事業評価監視委員会の実施要領の改訂 ＝再評価＝

令和７年度第２回公共事業評価手法研究委員会資料 抜粋（一部追記）
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【参考①】令和７年度 第１回 公共事業評価手法研究委員会 議事概要 【令和７年5月23日（月）】

• インフラ整備は事業が承認されてから終了するまで長期にわたることも多く、価値観の変化や地
元要望の変化があることは当然。変化に対応し、適切な事業計画・構造に変えていくことが重要。

• 事業計画の見直しは常に実施すべきだが、「見直し」という言葉が、暗黙のうちに「縮小」と捉えら
れているのではないか。「見直し」ではなく「改善」という表現のほうが適切ではないか。
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公共事業評価手法研究委員会委員長 発言要旨

令和７年度 第１回 公共事業評価手法研究委員会 資料



【参考②】令和７年度 第１回 公共事業評価手法研究委員会 議事概要 【令和７年5月23日（月）】

• ボーリング調査などの事前調査を充実することは限界があり、調査結果を踏まえた工法の見直しも
「改善」と捉えてよいのではないか。
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公共事業評価手法研究委員会委員長 発言要旨

令和７年度 第１回 公共事業評価手法研究委員会 資料



事業評価監視委員会の実施要領の改訂 ＝再評価＝
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事業評価監視委員会の実施要領の改訂 ＝再評価＝

7



事業評価監視委員会の実施要領の改訂 ＝再評価＝
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事業評価監視委員会の実施要領の改訂 ＝事後評価＝
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